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＜景況分析＞
景気の回復が本格化する中、中小企業の業況も緩やかに改善を続けている。
２００５年度における中小企業の景気動向等について分析する。

第１部第１部 ２００５年度における中小企業の動向２００５年度における中小企業の動向
１．中小企業の景気動向

２００６年３月時点で戦後３番目の長さに達した今回の景気回復局面の中で、設備・債務・雇用
の「３つの過剰」の解消に向けた動きがようやく進みつつある状況を分析。一方で、業種・地域に
よっては依然「ばらつき」があることも分析。

２．中小企業の創業・廃業の動向
開業率が上昇する一方、廃業率も上昇している状況を分析。開業については、高齢者や女性

の創業にも着目。
３．中小企業金融の動向

中小企業を取り巻く金融環境とその変化について分析。

＜テーマ分析＞
目下の景況は改善傾向にあるものの、より大きな視野に転じると、現在、我が国社会・経済には、

以下の２つの大規模な構造変化が起こりつつある。
１．９０年代以降急速に進みつつある東アジア経済圏の一体化
２．急速な少子高齢化による明治以来の人口トレンドの逆転
この中における中小企業の現状と対応の方向性、将来に向けた役割を分析する。

第２部第２部 東アジア経済との関係深化と中小企業の経営環境変化東アジア経済との関係深化と中小企業の経営環境変化
１．中小企業の国際展開の現状と課題

東アジア大の分業体制が構築されていく中、海外で事業展開する中小企業の経営戦略と現地

で遭遇するリスクを分析。（グローバル戦略関係）
２．国際分業の進展の下で我が国産業を支える基盤技術

取引構造の「メッシュ化」の実態を探るとともに、発展する東アジア諸国との技術競争力・市場

競合状況を比較し、日本のモノ作りを支える中小製造業の国際競争力の現状と課題を分析。（中
小ものづくり高度化法関係）

３．産業の国際化による経営環境の変化と地域産業集積
東アジアとの競争が厳しさを増す中、各地の産業集積の置かれた状況と対応の方向性を分析。

第３部第３部 少子高齢化・人口減少社会における中小企業少子高齢化・人口減少社会における中小企業
１．「世代交代の２つの波」と中小企業の事業承継・技能承継

経営者の「事業承継」と従業員の「技能承継」という「２つの承継」が課題として迫る中、中小企
業における対応の方向性を分析。

２．「子どもを産み育てやすい社会」に向けた中小企業の役割
若者が結婚し子どもを産む際に遭遇する２つのハードル、「雇用・収入の安定化」、「仕事と育

児の両立」に向けた中小企業の役割を明らかにする。（少子化対策関連）
３．まちのにぎわい創出、新たな地域コミュニティの構築と中小企業

中心市街地の置かれた現状をもとに、再活性化のためのコンパクトなまちづくりやコミュニティ
ビジネスの取組を検討。（まちづくり３法関連）

中小企業白書中小企業白書20062006年版年版 全体概要全体概要



2

＜第１部 景況分析＞ 2005年度における中小企業の動向

○ 我が国の景気が回復する中で、中小企業の景況も改善しているものの、大企業に比
べ遅れが見られる。

○ 地域別には東北・中国・四国地方、業種別には建設業・小売業等の非製造業が伸び
悩むなどのばらつきが見られ、依然注視が必要。

＜中小企業の景気動向＞

中小企業の地域別・業種別業況判断DIの推移
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資料：中小企業基盤整備機構｢中小企業景況調査｣
（注）2002年第Ⅰ四半期～2005年第Ⅳ四半期の値。

（季節調整済前期比）
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資料：中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
（注）１．地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により区分している。
　　　２．関東には、新潟、長野、山梨、静岡の各県、中部には、石川、富山の各県、近畿には、福井県を含む。
            九州・沖縄は、九州各県と沖縄県の合計。
　　　３．2002年第Ⅰ四半期～2005年第Ⅳ四半期の値。

（季節調整済前期比）
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資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
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問題意識：９０年代の２回の景気回復局面を脆弱なものにした、「３つの過
剰」については、緩やかながら克服されつつある。

（１）債務（資金調達）

＜３つの過剰（債務・設備・雇用）と中小企業＞

○ 中小企業の財務体質は大企業より脆弱ながら改善の動きが見られる。

○ これまで、設備投資を手持ち資金の範囲に手控える「我慢の経営」が続いてきており、
貸出残高も減少を続けてきた。

中小企業の債務償還年数の推移
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資料：財務省「法人企業統計季報」
（注）1．有利子負債残高償還年数＝有利子負債残高／キャッシュフロー
　　　2．有利子負債残高＝短期借入金＋長期借入金＋社債
　　　3．キャッシュフロー＝経常利益×0.5＋減価償却費
　　　4．有利子負債残高償還年数は後方4期移動平均値。

中小企業の自己資本比率の推移
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資料：財務省「法人企業統計季報」
（注）資本金1億円未満の企業を中小企業としている。

○ 以上の背景には、中小企業側において借入れを抑え、過剰債務を解消して
いこうとする動きと、近年に至るまでの民間金融機関の厳しい貸出態度により
借入れが困難であったという、両面からの要因が働いていたと考えられる。

中小企業のキャッシュフロー額と設備投資額の推移

4.8

2.8

0.0

2.0

4.0

6.0

ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

（年期）

（兆円）

キャッシュフロー額 設備投資額

資料：財務省「法人企業統計季報」
（注）１．後方4期移動平均値。
　　　２．キャッシュフロー＝経常利益×1/2+減価償却費

中小企業向け貸出残高の推移
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資料：日本銀行「金融経済統計月報」他より中小企業庁調べ

中 小 企 業 の 借 入 れ 難 易 度 Ｄ Ｉ の 推 移
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（ 季 節 調 整 済 前 期 比 ）



4「我慢の経営」からようやく「攻めの経営」に向かいつつある。「我慢の経営」からようやく「攻めの経営」に向かいつつある。

（２）設備

○ 中小企業においても足許の設備投資
には増加が見られる。

○ 設備ビンテージは高止まり感。

○ 設備投資の原資は、内部留保取崩しのみでなく、借入れ調達も検討されてきている。

設 備 投 資 時 の 資 金 調 達 方 法
5 0 .8

3 1 .4
2 6 .7 2 6 .1

1 8 .2

4 .5 2 .8 3 .6 2 .5 1 .0 0 .2

1 0 .9

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

メ
イ
ン
バ
ン
ク
か
ら
の

借
入

メ
イ
ン
バ
ン
ク
以
外
の

民
間
金
融
機
関
か
ら
の

借
入

内
部
留
保
取
り
崩
し

政
府
系
金
融
機
関
か
ら

の
借
入

リ
ー
ス

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス

私
募
債
発
行

金
融
機
関
以
外
の

法
人
か
ら
の
借
入

増
資
出
資

代
表
者
か
ら
の
借
入

代
表
者
以
外
の
個
人
か

ら
の
借
入

そ
の
他

（ ％ ）

資 料 ： 独 立 行 政 法 人 経 済 産 業 研 究 所 （ 委 託 先 ： ㈱ 東 京 商 工 リ サ ー チ ）
　 　 　 　 （ 2 0 0 6 ） 「 中 小 企 業 金 融 環 境 に 関 す る 実 態 調 査 」
（ 注 ） １ ． 「 1 年 以 内 に 具 体 的 な 設 備 投 資 計 画 が あ る 」 と 回 答 し た 企 業 の み 集 計 し た 。
　 　 　 ２ ． 複 数 回 答 の た め 合 計 は 1 0 0 を 超 え る 。

製造業設備ビンテージの推移
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資料：内閣府「民間資本ストック統計」、経済企画庁「昭和４５年国富調査」
（注）１．平均年齢＝（（前期の平均年齢＋１）×（前期末の資本ストック－今期の除去額）＋今期
の設備投資額×0.5）÷今期の資本ストック

○ 近年、全般的には借入れ難易度が改善しているものの、業況のよい中小企業と悪
い中小企業で「二極化」している面もある。

中小企業の設備投資動向の推移
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資料：財務省「法人企業統計季報」
（注）1．資本金1億円以上を大企業、資本金1億円未満を中小企業とした。
　　　2．設備投資は、ソフトウェア投資を除いたもの。
       3．値は四半期ベースの値を年計になおしたもの。

中小企業の借入れ難易度ＤＩの推移
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資料：中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」

（季節調整済前期比）
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（３）雇用

○ 中小企業における
雇用過剰感は解消しつつある。

○ 小規模企業の賃金にも、
下げ止まりの傾向｡

○ 損益分岐点比率は今年度も改善。

○ 倒産件数も減少傾向。

中小企業の収益性はバブル崩壊後の最高水準にまで回復。中小企業の収益性はバブル崩壊後の最高水準にまで回復。

中 小 企 業 の 倒 産 件 数 の 推 移
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資 料 ： （ 株 ） 東 京 商 工 リ サ ー チ 「 全 国 企 業 倒 産 白 書 」

（ 注 １ ）倒 産 件 数 は 負 債 総 額 1 ,0 0 0万 円 以 上 の も の を 対 象 。
（ 注 ２ ）資 本 金 1 億 円 未 満 の 法 人 及 び 個 人 企 業 を 中 小 企 業 と し て い る 。
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資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」

企業規模別賃金の推移
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資料：厚生労働省「賃金構造基本調査」
（注）１．値は一般労働者に対してきまって支給する額であり、当年の６月分として支払われた額。
　 　 ２．企業規模区分は厚生労働省に従った。

中 小 企 業 の 損 益 分 岐 点 比 率 の 推 移
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7 7

7 9

8 1

8 3

8 5

8 7

8 9

9 1

9 3

9 5

8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5

（ ％ ）
全 産 業 製 造 業 非 製 造 業

資 料 ： 財 務 省 「 法 人 企 業 統 計 季 報 」
　 　 　 １ ． 損 益 分 岐 点 比 率 の 算 出 方 法 は 以 下 の と お り 。
　 　 　 　 　 損 益 分 岐 点 売 上 高 ： π 、 売 上 高 ： Ｓ 、 固 定 費 ： Ｆ 、 変 動 費 ： Ｖ と す る と 、
　 　 　 　 　 π ＝ Ｆ ／ （ 1 － Ｖ ／ Ｓ ） 、 固 定 費 比 率 ＝ Ｆ ／ Ｓ 、 変 動 費 比 率 ＝ Ｖ ／ Ｓ
　 　 　 　 　 損 益 分 岐 点 比 率 ＝ π ／ 売 上 高
　 　 　 ２ ． 中 小 企 業 ： 1 億 円 未 満 の 企 業
　 　 　 ３ ． 後 方 ４ ヶ 月 移 動 平 均 値 。
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○ 開業率は上向きに転じる一方、廃業率も増加し、その差は拡大している。

＜開廃業の動向＞

開 業 率 、 廃 業 率 の 推 移 （ 企 業 数 ベ ー ス ）

3 . 5

2 . 7

3 . 6
3 . 1

3 . 5

4 . 0

3 . 2

5 . 6

4 . 5

6 . 1

4 . 3

5 . 95 . 9

3 . 83 . 8 4 . 0

0

1

2

3

4

5

6

7

7 5 ～ 7 8 7 8 ～ 8 1 8 1 ～ 8 6 8 6 ～ 9 1 9 1 ～ 9 6 9 6 ～ 9 9 9 9 ～ 0 1 0 1 ～ 0 4
（ 年 ）

( ％ ) 開 業 率 廃 業 率

資 料 ： 総 務 省 「 事 業 所 ・ 企 業 統 計 調 査 」

9 .7

11 .0

23 .9
32 .1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

79 82 87 92 97 02 （年 ）

（％ ）

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

（人 ）

６５歳 以 上

６０～ ６４歳

５０～ ５９歳

４０～ ４９歳

３０～ ３９歳

２０～ ２９歳

１５～ １９歳

廃 業 者 数
（右 軸 ）

年 齢 別 　廃 業 者 の 推 移 （非 一 次 産 業 ）

資 料 ：　総 務 省 「就 業 構 造 基 本 調 査 」再 編 加 工
　（注 ） こ こ で の 廃 業 者 と は 、① ふ だ ん 仕 事 を し て い る 人 の うち 、1年 前 に は 現 在 の 仕 事 を し て お らず 、か つ 、非 一 次 産 業 の 自 営 業 主 で あ った
　　　　 者 （内 職 者 を 除 く）と 、② ふ だ ん 仕 事 を し て な い 人 の うち 、1年 前 に 仕 事 を し て お り、か つ 、非 一 次 産 業 の 自 営 業 主 で あ った 者 （内 職 者 を
         除 く）の い ず れ か を 満 た す 者 を 集 計 し て い る 。

60歳 以 上 の
廃 業 者 が 全
体 の 43.0％

を 占 め る

19.0

21.5

17.2

22.3

29.0

16.8

14.3 15.1

18.5

27.7
29.6

23.1
21.7

18.0 19.1

28.8

0

5

10

15

20

25

30

35

75～78 78～81 81～86 86～91 91～96 96～99 99～01 01～04
（年）

(万)
年平均開業企業数（左軸） 年平均廃業企業数（右軸）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」
 （注） 1.1991年までは「事業所統計調査」、1994年は「事業所名簿整備調査」として行われ
た。

開廃業企業数（年平均） 企業数の推移

528.0
535.1

523.4

485.1

470.3

433.8

510.3

463.0

495.9

432.6

469.0

483.7

507.3

520.4
532.7

525.8

400

420

440

460

480

500

520

540

560

75 78 81 86 91 96 99 01 04 （年）

(万)

企業数 うち中小企業数（1981年以降のみ）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」再編加工
 （注）1.1991年までは「事業所統計調査」、1994年は「事業所名簿整備調査」として行われた。
       2.ここでの中小企業の範囲は以下の通り
　　　　・1996年以前は常用雇用者300人以下（卸売業は100人以下、小売業、飲食店、サービス業は50人以下）、又は資本金
　　　　　1億円以下（卸売業は3,000万円以下、小売業、飲食店、サービス業は1,000万円以下）
　　　　・1999年以降は常用雇用者300人以下（卸売業、サービス業は100人以下、小売業、飲食店は50人以下）、又は資本金
　　　　　3億円以下（卸売業は1億円以下、小売業、飲食店、サービス業は5,000万円以下）の企業を中小企業とする。

○ 近年の廃業率・廃業者数上昇の最も大きな要因は、個人事業主が高齢化し、引退の
時期を迎えていること。

○ その結果、中小企業数は年間１２万社ずつ減っており、現在は約４３０万社。
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※開業率（01～04年） ※廃業率（01～04年）

○ 地域別に見ると、開業率が高い地域は廃業率も高い。

○ 高齢者の開業が増加傾向。

○ 女性の創業者は、男性と比較して、卸売・小売業や教育・学習支援業に集中する傾
向が見られ、若い年齢層が多い。

1 . 4

2 . 8

1 3 . 6

2 0 . 5

2 6 . 8

2 8 . 9

1 8 . 7

1 7 . 6

1 7 . 2

1 4 . 4

1 2 . 2

8 . 5

1 0 . 2

7 . 2

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

男 性

女 性

１ ５ ～ １ ９ 歳 ２ ０ ～ ２ ９ 歳 ３ ０ ～ ３ ９ 歳 ４ ０ ～ ４ ９ 歳 ５ ０ ～ ５ ９ 歳 ６ ０ ～ ６ ４ 歳 ６ ５ 歳 以 上

（ ％ ）
資 料 ： 総 務 省 「 就 業 構 造 基 本 調 査 」 ( 2 0 0 2 年 ） 再 編 加 工
 （ 注 ）  創 業 者 と は 過 去 一 年 間 に 職 を 変 え た 、 あ る い は 新 た に 職 に 就 い た 者 で 現 在 は 非 一 次 産 業 の 自 営 業 主 （ 内 職 者 を 除
く ） と な っ た 者 を 指 す 。

女 性 の 創 業 者 の 年 齢 構 成

女 性 の 創 業 分 野

3 3 .0

卸 売 ・ 小 売 業 , 2 6 .2 飲 食 店 ・ 宿 泊 業 , 1 3 .7サ ー ビ ス 業 （ 他 に 分 類 さ れ
な い も の ） , 3 7 .0 教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

 1 4 .9 1 0 .7

不 動 産 業
製 造 業

金 融 ・ 保 険 業
情 報 通 信 業

建 設 業 , 1 2 .2 運 輸 業
6 .4

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

男 性 創 業 者

女 性 創 業 者

(% )
資 料 ： 総 務 省 「 就 業 構 造 基 本 調 査 」 再 編 加 工
 （ 注 ）  1 .創 業 者 と は 、 過 去 一 年 間 に 職 を 変 え た 、 あ る い は 新 た に 職 に 就 い た 者 で 現 在 は 非 一 次 産 業 の 自 営 業 主 （ 内 職 者 を 除 く ） と な っ た 者 を 指 す 。
　 　 　 　 2 .サ ー ビ ス 業 （ 他 に 分 類 さ れ な い も の ） に は 、 例 え ば 主 と し て 家 庭 生 活 と 関 連 し て 技 能 ・ 技 術 を 提 供 し 、 又 は 施 設 を 提 供 す る サ ー ビ ス （ 洗 濯 ・ 理
　 　 　 　 　 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業 ） 等 、 個 人 又 は 事 業 所 に 対 し て サ ー ビ ス を 提 供 す る 他 の 大 分 類 に 分 類 さ れ な い 事 業 所 が 分 類 さ れ て い る 。
　

サ ー ビ ス 業  5 1 .9 ％

～ 3 .4
3 .5～ 3 .9
4 .0～ 4 .4
4 .5～ （％ ）

～ 5.4
5.5～ 5.9
6.0～ 6.4
6.5～ （％ ）

2 3 .5
2 7 .6

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

8 2 8 7 9 2 9 7 0 2 （ 年 ）

（ ％ ）

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

（ 人 ）

６ ５ 歳 以 上

６ ０ ～ ６ ４ 歳

５ ０ ～ ５ ９ 歳

４ ０ ～ ４ ９ 歳

３ ０ ～ ３ ９ 歳

２ ０ ～ ２ ９ 歳

１ ５ ～ １ ９ 歳

創 業 者 数
（ 右 軸 ）

資 料 ： 総 務 省 「 就 業 構 造 基 本 調 査 」 再 編 加 工

創 業 者 の 年 齢 別 推 移

1 9 ． 9
1 5 .6
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＜資金調達構造＞

＜中小企業の金融動向＞

○ 中小企業は金融機関に対し、「資金供給の安定性」を最も求めている。

○ 小規模企業になるほど資金調達を借入れに依存する傾向。

○ 金融機関は、中小企業向け貸出に際して、最近は財務データだけでなく市場動向や
技術力評価にも力を入れる傾向。

金 融 機 関 と 取 引 す る 際 に 最 も 重 要 視 す る こ と
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資 料 ： 独 立 行 政 法 人 経 済 産 業 研 究 所 （ 委 託 先 ： ㈱ 東 京 商 工 リ サ ー チ ）
　 　 　 　 （ 2 0 0 6 ） 「 中 小 企 業 金 融 環 境 に 関 す る 実 態 調 査 」

＜リレーションシップバンキング＞

中 小 企 業 向 け 貸 出 に つ い て 金 融 機 関 が 重 要 視 す る こ と
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資 料 ： 独 立 行 政 法 人 経 済 産 業 研 究 所 （ 委 託 先 ： ㈱ 東 京 商 工 リ サ ー チ ）
　 　 　 　 （ 2 0 0 6 ） 「 中 小 企 業 金 融 環 境 に 関 す る 実 態 調 査 」
（ 注 ） １ ． 金 融 機 関 が 中 小 企 業 に 貸 出 審 査 を 行 う 際 「 以 前 と 比 較 し て 特 に 重 要 度 が 増 す も の 」 と 回 答 し た も の を 集 計 し て い る 。
　 　 　 ２ ． 複 数 回 答 の た め 合 計 は 1 0 0 を 超 え る 。

企 業 財 務
保 全 企 業 自 身 の 属 性

代 表 者 の 属 性

資 金 調 達 構 造 （ 2 0 0 4 年 度 ・ 従 業 員 規 模 別 ）

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

～ 2 0 人

2 1 ～ 1 0 0 人

1 0 1 ～ 3 0 0 人

3 0 1 人 ～

従 業 員 数

（ ％ ）

短 期 ・ 金 融 機 関 借 入 金 短 期 ・ そ の 他 の 借 入 金 長 期 ・ 金 融 機 関 借 入 金
長 期 ・ そ の 他 の 借 入 金 社 債 受 取 手 形 割 引 残 高
営 業 債 務 そ の 他 資 本

資 料 ： 財 務 省 「 法 人 企 業 統 計 年 報 」 （ 2 0 0 4 年 度 ） 再 編 加 工
（ 注 ） 1 ． 各 項 目 の 構 成 比 率 は 分 母 を 負 債 ＋ 資 本 ＋ 割 引 手 形 残 高 と し て 算 出 。
　 　 　 2 ． 営 業 債 務 （ 企 業 間 信 用 ） は 支 払 手 形 ＋ 買 掛 金 、 そ の 他 は 引 当 金 な ど の 残 高 。

借 入 金 5 4 . 9

借 入 金 4 3 . 8

借 入 金 3 3 . 4

借 入 金 2 0 . 4
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＜第２部：テーマ分析①＞

東アジア経済との関係深化と中小企業の経営環境変化

○ 中小製造業のアジア進出は増加傾向。1997年のアジア通貨危機で一時落ち込んだ
が、2001年以降は中国向けが特に急増。

○ 経常利益の減少の中で「生き残り」をかけて海外進出を決意した企業が増加。

資料：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）「最近の製造業を巡る取引環境変化の実態にかかるアンケート調査」
（2005年）

１．中小企業の国際展開の現状と課題

中小製造業のアジア現地法人数
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200 232 248 241 254 240 287
396

483

145

166 181

238
265 250 234 226

184
207

266

276

110

139 147

194

228 250 245 245
238

248

301

382

8

7 9

9

20 18
17 18

18

26

37

36

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 （年度）

（社） その他アジア（インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、ブルネイ等）

ASEAN4（タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン）

NIES4(韓国、台湾、シンガポール、香港）

中国

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」再編加工
（注）本社企業が資本金3億円以下又は常時雇用従業員数300人以下の企業を中小企業とした。ただし1994、1995年度については、資本金
　　　3億円以下の企業を中小企業とした。

東アジア進出時の経常利益状況（進出年次別）
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○ 国際展開により、中小企業のビジネス全体が高度化、自立化する例も多い。

○ 東アジア進出の目的が、進出時と現在では、単なるコストダウンや取引先への追随
から市場開拓へと変化している。

資料：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）「最近の製造業を巡る取引環境変化の実態にかかるアンケート調査」
（2005年）

40.8
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18.9

14.0
7.3

コストダウン（安い人件費の活用等）

取引先からの進出要請

取引先の海外展開への自社判断での追随

現地市場の開拓

その他

（進出時）

31.7

8.5
15.4

30.5

13.8

（現　在）

東アジア進出の目的（進出時と現在の比較）

国際展開後の経営の変化（海外進出中小企業ヒアリング結果）

資料：中小企業庁作成

従業員の国際化、キャリア形成
→・海外赴任の経験が後継者・幹部社員育成に効果あり

＜３＞「自立した中小企業」
への脱皮

海外において、新たな取引関係の構築、製品開発
→・下請から自前の経営力を有する企業へ

従業員の国際化、キャリア形成
→

「国際企業」としてのブランド化
・海外拠点を持つことが国内営業での強みに

＜１＞販路の拡大による
国内外における売上増加

海外での新たな販売ネットワーク（日系・欧米系）への参入
→・国内では関係を持てなかった新たな取引先の開拓

（二次下請から一次下請へ等）
・現地において欧米を含む世界中の進出企業と取引

→

海外で陣容拡大、得た収益を国内事業で再投資
→・国内事業のイノベーション

＜２＞事業構築全体の効率化
による生産性の向上

低付加価値工程・製品を海外、国内の高付加価値化
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○ 東アジア現地では、金型など高度な
基盤技術による部品は入手困難。

○ 知的財産権・模倣品のトラブルは、
中国、香港、台湾、韓国で多い。中
小企業ほど泣き寝入り。

○ 一方、現地で感じる困難もある。特に多いのは、現地マネジメント人材の確保、技術
流出、売掛債権の回収困難、部材確保、模倣品問題など。

資料：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）「最近の製造業を巡る取引環境変化の実態にかかるアンケート調査」（2005年）

（注） 複数回答可

21.7

14.4
13.0

12.812.8

11.1 10.7

24.4

17.1

22.0

26.8

24.4

4.9

9.8

34.0

9.2

16.3

13.5

8.5

5.7
4.3

25.3

15.8

11.6

21.1
18.9

17.9

10.5
9.4

24.7

7.1

3.5

11.8

14.1

17.6

0

5

10

15

20

25

30

35

全平均 AV等その他の家電 自動車 IT機器 生産設備

日本から調達している部品の製造技術（最終製品別）＜上位７項目抜粋＞

金型製作 切断･切削･開孔 圧縮･押出･射出成形 プレス 塗装･めっき･溶射 電子組立･実装 組付･組立
(%)

資料：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）「最近の製造業を巡る取引環境変化の実態にかかるアンケート調査」（2005年）
（注）　複数回答可

知的財産権に関するトラブルの発生・対応状況

14.7

10.5

7.5

12.9

18.5

11.0

16.3

14.4

18.1

7.9

11.8

3.1

9.2

13.6

0.6

5.3

4.8

7.3

8.6

2.9

2.5

0.8

0.9

0.8

2.0

0.8

5.5

1.7

3.1

0.8

4.0

1.7

1.8

2.6

3.2

5.6

13.5

4.8

9.7

6.9

26.8

13.2

21.1

33.3

25.5

5.4

3.2

4.2

7.3

5.3

10.5

6.7

5.2

2.4

6.7

5.2

1.4

1.6

3.3

5.7

0102030405060

インドネシア

フィリピン

マレーシア

タイ

台湾

シンガポール

韓国

香港

中国

0 10 20 30 40 50 60

相当あるが、何らかの対策（訴訟又は行政上の措置等）をとっている

相当あるが、放置している

多少あるが、何らかの対策（訴訟又は行政上の措置等）をとっている

多少あるが、放置している

大
企
業

中
小
企
業

資料：経済産業省「第32回海外事業活動基本調査(2002年）」再編加工
（注）　製造業について、国内本社が資本金3億円超、かつ常時従業者数300人超の現地法
人数を大企業、国内本社が資本金3億円以下、または常時従業者数300人以下の現地法人
を中小企業として集計。

中小企業が海外展開を図るに際して、情報提供・アドバイスや現地の制
度改善など、環境整備を図っていくことが重要。

現地での経営で感じる問題点（地域別）

56.6
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21.9
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○ 電気・情報通信機械器具を中心に「投資の国内回帰」が起こっている。自動車分野
は海外投資が旺盛。

○ 一方、国内においては、製造業の海外移転等により、従来の下請ネットワークに変化
が生じた結果、大口取引先との関係が薄まり、取引が分散している。

ツ リ ー 型 取 引 構 造 （ 長 期 に 固 定 さ れ た 専 属 的 分 業 構 造 ）

セ ミ ラ チ ス 型 取 引 構 造 （ 特 定 の 長 期 固 定 的 な 取 引 関 係 へ 高 度 に 依 存 し な い 多 面 的 な 取 引 関 係 ）

資 料 ： 小 田 宏 信 「 現 代 日 本 の 機 械 工 業 集 積 」 （ 2 0 0 5 ） を 参 考 に 中 小 企 業 庁 作 成
（ 注 ） 1 . 実 線 は 垂 直 的 連 関 を 、 点 線 は 水 平 的 連 関 を 表 す 。

2 . 線 の 太 さ は 企 業 間 の 経 営 面 ・ 売 上 上 の 結 び つ き や 依 存 の 度 合 い を 表 す 。

製 品 Ａ 製 品 Ｂ

　 取 引 構 造 の メ ッ シ ュ 化

川
下

川
上

製 品 Ｃ

「 メ ッ シ ュ 化 」
の 進 展

２．国際分業の進展の下で我が国産業を支える基盤技術

　 売 上 上 位 3 社 が 総 売 上 高 に 占 め る 割 合 が ８ 割 を 超 え る 企 業

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

1
0
年

前
現
在

1
0
年

前
現
在

1
0
年

前
現
在

1
0
年

前
現
在

1
0
年

前
現
在

1
0
年

前
現
在

1
0
年

前
現
在

白 物 家 電 A V 等 そ の 他
の 家 電

自 動 車 IT 機 器 生 産 設 備 医 療 ･ 福 祉 　
関 連 機 器 ･ 　

装 置

そ の 他

（ ％ ）

資 料  ：  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ （ 株 ） 「 最 近 の 製 造 業 を 巡 る 取 引 環 境 変 化 の 実 態 に か か る ア ン ケ ー ト 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 1 月 ）
 （ 注 ）  従 業 者 数 3 0 0 人 以 下 の 、 部 品 ・ 半 製 品 、 素 形 材 の 製 造 ・ 加 工 を 行 う 企 業 を 対 象 に 集 計 を 行 っ た 。

輸送用機械器具における設備投資額の推移
（国内向け設備投資とアジア向け設備投資）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

02 03 04 （年度）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（億円） （億円）

輸送用機械器具（国内向け）

輸送用機械器具（アジア向け）

資料：財務省「法人企業統計季報」、「対外及び対内直接投資状況」
(注）１．国内向け投資は左軸、アジア向け投資は右軸
　　　２．アジアには東アジア、南アジアの諸国を含む。

国内向け
設備投資額

アジア向け
設備投資額

一般・精密機械器具における設備投資額の推移
（国内向け設備投資とアジア向け設備投資）
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5,000
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25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

02 03 04 （年度）

0

500
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（億円） （億円）
一般・精密機械器具(国内向け）

一般・精密機械器具（アジア向け）

資料：財務省「法人企業統計季報」、「対外及び対内直接投資状況」
(注）１．国内向け投資は左軸、アジア向け投資は右軸
　　　２．アジアには東アジア、南アジアの諸国を含む。

国内向け
設備投資額

アジア向け
設備投資額

電気・情報通信機械器具における設備投資額の推移
（国内向け設備投資とアジア向け設備投資）
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（億円） （億円）電気・情報通信機械器具（国内向け）
電気・情報通信機械器具（アジア向け）

資料：財務省「法人企業統計季報」、「対外及び対内直接投資状況」
(注）１．国内向け投資は左軸、アジア向け投資は右軸
　　　２．アジアには東アジア、南アジアの諸国を含む。

国内向け
設備投資額

アジア向け
設備投資額
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○ 東アジアに対する技術優位性は保たれているが、東アジア製品の国内市場流入によ
る競合は激しさを増している。

○ 「自動車－生産設備」のグループは、どの基盤技術もあまり市場競争を感じていない
のに対し、「家電－ＩＴ機器」のグループは市場競合を感じている。ただし、金型は技術
力が高いにもかかわらず、いずれも市場競合を感じている。

89.6
83.3

63.1

41.6

61.4

68.6

0

10

20

30

40
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60

70

80

90

100

５年 前 現 在 ５年 後

（％ ）
東 アジア企 業 に対 する技 術 力が 優 れ てい ると感 じる企 業

東 アジア製 品 の 国 内 市 場 流 入 による競 合 を感 じる企 業

東 アジア企 業 に対 す る技 術 力 と東 アジア製 品 の 国 内 市 場 流 入 による競 合 状 況

資 料 ： 三菱 ＵＦＪリサ ーチ＆ コンサル ティング （株）「最近 の製 造業を巡 る取 引環 境変 化の 実態 にかか るアンケート調 査」（2005年 11月）
 （注） 1.従業 者数300人以 下の 、部 品・半製品 、素形 材の製 造・加工を行 う企業を対 象に 集計を行 った 。
　　　  2.主力 とする技 術分 野に ついて、東アジア製 品の 国内 市場 流入 による市場 競合を現在 感じるかどうか （5.感じない、4.や や 感 じない、3.どちらでもない、2.やや 感じる、
　　　　　1.感じる)と、東アジア企 業に比 べて技 術力 が優 れているか(5.優れ ている、4.や や優 れている、3.どちらでもない、2.やや劣 っている、 1.劣 っている）を尋ね ている。
　　　  3.東アジア企 業に 対する技術 力が 「やや 優れている」「優れ ている」と回答 した企 業を「東アジア企 業に 対する技術 力が優 れていると感 じる企 業」とし、東 アジア製 品
           の国 内市 場流 入による競 合を「感 じる」「やや感 じる」と回答 した企 業を「東アジア製 品の 国内 市場 流入に よる競合 を感じる企業」とした。

鍛造・ダイカスト

プレス

圧延・伸線・製缶

熱処理

鍛造・ダイカスト

鋳造・絞り

切断・切削・開孔

電子組立・実装

検査・測定

鋳造・絞り

溶接

圧縮・押出・射出成形

塗装・めっき・溶射

切断・切削・開孔

研磨
組付・組立 電子組立・実装

金型製作

プレス

圧縮・押出・射出成形

塗装・めっき・溶射

組付・組立

熱処理

金型製作

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

3.50 4.00 4.50 5.00

自動車・生産設備グループ

家電・ＩＴ機器グループ

（技術力の優位性：現在）

（市場競合：現在）

優劣

感
じ
な
い

感
じ
る

　製品グループ別に見た基盤技術分野毎の
技術力の優位性と市場競合の度合（現在）

資料 ： 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）「最近の製造業を巡る取引環境変化の実態にかかるアンケート調査」（2005年11月）

（注） 1.従業者数300人以下の、部品・半製品、素形材の製造・加工を行う企業を対象に集計を行った。

2..自動車グループとは、自動車・生産設備に関連する企業を、家電グループとは白物家電・AV家電・IT機器に関連する企業をそれぞれ合算したものである。

3.主力とする技術分野について、東アジア製品の国内市場流入による市場競合を現在感じるかどうか（5.感じない、4.やや感じない、3.どちらでもない、 2.やや感

じる、1.感じる)と、東アジア企業に比べて技術力が優れているか(5.優れている、4.やや優れている、3.どちらでもない、2.やや劣っている、 1.劣っている）を尋ね

ている。
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○ しかし、いずれの製品グループでも技術力の優位性のある企業は、市場競合力を
保っている。
特に、「新しい技術の研究開発力」を優位性の源とする企業は、技術力の優位性と

市場競争力をともに保つ傾向が見られる。

その他

新しい技術の研究開発力

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0 4.5 5.0

（技術優位）

（市場競合）

5年前～現在

現在～5年後

東アジア企業に対する技術力優位性の源
と技術力優位性・市場競合の動向

資料 ： 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）「最近の製造業を巡る取引環境変化の実態にかかるアンケート調査」（2005年11月）
 （注） 1.従業者数300人以下の、部品・半製品、素形材の製造・加工を行う企業のうち、現在の自社の東アジア企業に対するの技術力が「優れている」
　　　　　「やや優れている」と回答した企業を対象に集計を行った。
　　　　2.東アジア企業への技術力優位性の源が何であるかで、技術力の優位性と市場競合の動向を比較している。
　　　　3.その他とは、自社の東アジア企業に対する技術力の源が「製造装置・工作機械（自社開発又は自社改造）の性能」「製造装置・工作機械（特注を
　　　　　含む市販品）」の性能」「従業員の技能」と回答した企業の合計である。

感
じ
る

感
じ
な
い

劣っている 優れている

中小企業が市場競争力を保っていくためには、大企業と中小企業の密接
な「摺り合わせ」を通じて、常に新たな技術開発に取り組んでいくことが重要。

東アジア企業に対する技術力の優位性と市場競合を感じない企業の割合
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22.9

6.8

10.6

5.3

0

10

20

30

40

50

60

５年前 現在 ５年後 ５年前 現在 ５年後 ５年前 現在 ５年後 ５年前 現在 ５年後

優位性を持つ企業 優位性を持たない企業 優位性を持つ企業 優位性を持たない企業

（東アジア企業に対する
技術力の優位性）

（市場競合を感じない
企業の割合：％）

資料 ： 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）「最近の製造業を巡る取引環境変化の実態にかかるアンケート調査」（2005年11月）
 （注） 1.従業者数300人以下の、部品・半製品、素形材の製造・加工を行う企業を対象に集計を行った。
　　　　2.主力とする技術分野について、東アジア企業に比べて技術力が優れているかどうかと、東アジア製品の国内市場流入による市場競合を感じる
　　　　　かどうかを、それぞれ5段階尺度で尋ねている。
　　　　3.優位性を持つ企業とは、自社の技術力が東アジア企業の技術力に比べて「優れている」「やや優れている」と回答した企業の合計であり、優位性
　　　　　を持たない企業とは「同程度」「やや劣っている」「劣っている」と回答した企業の合計である。
　　　　4.市場競合を感じない企業とは、東アジア製品の国内市場流入による市場競合を「感じない」「やや感じない」と回答した企業の合計である。

東アジア製品の国内市場流入によ
る市場競合を感じない企業の割合

自動車グループ 家電グループ
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○ 20年前は集積近郊企業との取引において集積のメリットが発揮されていたが、現在

では、「分業による少量、多品種、短納期の発注への高い対応力」や「質の高い情報の
入手・交換」を企業はメリットとして感じており、集積自体の機能が変容している。

　集積地域事業環境の優位性の差異

16.1
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5.1
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11.012.7
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4.9
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24.9

7.7

13.7

30.7

4.3
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9.9

0

10

20

30

40

50

地
域
企
業
か
ら
の

 
 

 
 

 
 

 

受
注
の
取
り
や
す
さ

安
価
で
安
定
し
た

 
 

 
 

 
 

 

原
材
料
の
確
保

分
業
に
よ
る
量
産
発
注

 
 

 
 

 

へ
の
高

い
対
応
力

共
同
受
注
体
制
に
よ
る

 
 

 
 

 

地
域
外
か
ら
の
受
注
の
と
り
や
す
さ

製
品
の
納
品
先
が
近

い

分
業
に
よ
る
少
量

、
多
品
種

、
短
納

期
の
発
注

へ
の
高

い
対
応
力

量
的
な
労
働
力
の
確
保

質
の
高

い
労
働
力

（
経
験
者
等

）
の

確
保

都
道
府
県

・
市
町
村
や
商
工
会
議
所

等
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
の
受
け
や
す
さ

質
の
高

い
情
報
の
入
手

・
交
換

大
学
や
試
験
研
究
機
関

 
 

 
 

 

利
用
の
容
易
さ

用
水

・
用
地
等
の
整

っ
た
イ
ン
フ
ラ

そ
の
他

特
に
な
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(%) 20年前 現在

資料：（株）産業立地研究所「産業集積に関する調査」　（2005年12月）
（注）　 1. 20年以上同一集積地域内で操業している企業のみ集計。
          2. 複数回答のため合計は100を超える。

集積内及び集積近
郊企業との取引減少

現在優位性が増している
集積の機能

○ 集積タイプに関係なく、集積地域内での売上、大口取引先への依存度が減少している。

最 大 売 上 先 へ の 依 存 度 （ 集 積 タ イ プ 別 ）

3 4 .4

4 8 . 5

2 2 . 7

4 1 . 0

3 2 . 3

5 2 . 7

3 7 . 9

4 8 . 4

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

現 　 　 在

2 0 年 前

現 　 　 在

2 0 年 前

現 　 　 在

2 0 年 前

現 　 　 在

2 0 年 前

（ ％ ）
資 料 ： ㈱ 産 業 立 地 研 究 所 「 産 業 集 積 に 関 す る 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）
（ 注 ） 集 積 構 成 企 業 各 社 の 売 上 割 合 が 最 も 大 き な 顧 客 向 け の 売 上 割 合 の 平 均

企 業 城 下 町 型
集 積

産 地 型 集 積

都 市 型 複 合 集 積

誘 致 型 複 合 集 積

最 大 取 引 先 向 け 売 上 高 の 割 合

相 手 先 所 在 地 別 売 上 高 構 成 推 移 （ 集 積 タ イ プ 別 ）

5 5 . 9

6 5 . 4

4 2 . 8

5 3 . 3

4 5 . 4

6 0 . 6

4 0 . 0

5 0 . 9

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

現 　 　 在

2 0 年 前

現 　 　 在

2 0 年 前

現 　 　 在

2 0 年 前

現 　 　 在

2 0 年 前

（ ％ ）
資 料 ： ㈱ 産 業 立 地 研 究 所 「 産 業 集 積 に 関 す る 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）
（ 注 ） 集 積 構 成 企 業 各 社 の 同 一 集 積 地 域 内 企 業 向 け 売 上 割 合 の 平 均

企 業 城 下 町 型
集 積

産 地 型 集 積

都 市 型 複 合
集 積

誘 致 型 複 合
集 積

同 一 集 積 地 域 内 企 業 向 け 売 上 比
率

３．産業の国際化による経営環境の変化と地域産業集積
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○ 集積内で得られる情報を活用している企業は収益が好調。
集積内では新市場や技術開発の情報を入手している中小企業が多い。

集積メリット①：新しい取組のアイデアを見つける情報の入手のしやすさ

○ 企業連携を行っている企業は収益が好調。
集積をすると、連携の相手先を見つけやすい。

集積メリット②：企業連携の相手先の見つけやすさ

集積内で得られる情報の重要度

39.6

28.8

29.4

37.7

33.3

29.9

22.6

37.9

40.7

0 20 40 60 80 100

非常に重要視している

重要視している

特別重要視していない

収益好調 普通 収益不調

資料：（株）産業立地研究所「産業集積に関する調査」（2005年12月）
（注） 「収益好調」とは、収益状況についてどのように判断するかとの問に対して、「良い」、「やや良い」と回答した
　　　　企業を指し、「収益不調」とは「悪い」、「やや悪い」と回答した企業を指す。

（％）

企業連携の有無と収益状況

27.1

32.7

30.7

32.5

42.2

34.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

企業連携なし

企業連携あり

収益好調 普通 収益不調

資料：（株）産業立地研究所「産業集積に関する調査」（2005年12月）
（注） 1.  経営環境の変化に対応するため、集積地域内にある企業、集積地域外にある企業、もしくは
海外にある企業との企業連携を行ったと回答した企業を企業連携ありの企業とした。
        2. 「収益好調」とは、収益状況についてどのように判断するかとの問に対して、「良い」、「やや良
い」と回答した企業を指し、「収益不調」とは「悪い」、「やや悪い」と回答した企業を指す。

（％）

集積内で入手する情報

42.2

27.8
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情
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そ
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資料：（株）産業立地研究所「産業集積に関する調査」（2005年12月）
（注） 1. 集積内で得られる情報を重要視、もしくは特別重要視してい
る企業について、集積内で入手する情報の内容について質問して
いる。
        2. 複数回答のため合計は100を超える。

（％）

新連携の相手先

構成企業の半数以上が同一都道府
県内に存在するグループ（80件）

資料：中小企業庁調べ(2006年2月末時点)

同一都道府県内での連携（64件）複数都道県にまたがる連携（98件）



＜第３部：テーマ分析②＞

少子高齢化・人口減少社会における中小企業

高度成長期に大量に創業した世代が現在一斉に引退時期に。高度成長期に大量に創業した世代が現在一斉に引退時期に。

○ 経済に与えるインパクトの試算
年間廃業者29万社（2001～2004年平均）のうち少なくとも約25%の企業

は「後継者がいない」ことが理由。

事業承継を理由として、毎年事業承継を理由として、毎年77万社の企業が廃業。万社の企業が廃業。

それにより失われる雇用はそれにより失われる雇用は2020～～3535万人。万人。

自 分 の 代 で 廃 業 を 検 討 す る 理 由

2 7 . 9 4 0 . 7 2 4 . 4 7 . 0

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

全 体

（ ％ ）

会 社 の 経 営 状 況 が 厳 し い た め 市 場 の 先 行 き が 不 透 明 で あ る た め

適 切 な 後 継 者 が 見 当 た ら な い そ の 他

資 料 ： 三 菱 U F J リ サ ー チ & コ ン サ ル テ ィ ン グ ㈱ 「 「 事 業 承 継 」 「 職 業 能 力 承 継 」 ア ン ケ ー ト 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）
（ 注 ） 　 「 自 分 の 代 で 廃 業 し た い 」 と 回 答 し た 企 業 の み 集 計 し て い る 。

１．「世代交代の２つの波」と中小企業の事業承継・技能承継

＜事業承継＞

○ 経営者の平均年齢は2004年時点で58.5歳。

○ 55歳以上の経営者が引退したいと考えている年齢の平均は65.1歳。

55歳以上の経営者の事業承継に対する検討内容

資料：三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱「「事業承継」「職業能力承継」アンケート調査」（2005年12月）

（注）１．財務内容について「債務超過」「三期連続債務超過」と回答した企業のみ集計している。

２．無回答を含む

自分の代で

廃業したい

後継者が
決まらな
かった時

96.4%

47.0%

49.4%

3.6%

（うち債務超過
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承継を検討

12.8%

4.8%
廃業を検討
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ている
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業
を
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分
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も
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き
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ぎ
が
せ
た
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○ 事業承継について誰にも相談していない経営者は、55歳以上でも過半数（53.6%）
に上る。その理由として、3分の1は「深く検討していない」からである。

　 事 業 承 継 に つ い て 誰 に も 相 談 し て い な い 理 由 （ 経 営 者 年 齢 5 5 歳 以 上 ）

3 3 .1 1 0 .4 1 2 .2

2 .0

2 .5
3 9 .9

0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 1 0 0 .0

事 業 を 他 者 に 引 き 継 ぎ た い
と 思 っ て い る 企 業

（ ％ ）

事 業 承 継 を 深 く
検 討 し て い な い

相 談 に 足 る
人 が い な い

ま だ 相 談 で き る 人 を
探 し て い な い

相 談 相 手 の 探 し 方 が
分 か ら な い

会 社 や 家 族 の 内 情 を
知 ら れ た く な い

取 組 十 分 で あ り
相 談 す る 必 要 が な い

資 料 ： 三 菱 U F J リ サ ー チ & コ ン サ ル テ ィ ン グ ㈱ 「 「 事 業 承 継 」 「 職 業 能 力 承 継 」 ア ン ケ ー ト 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）
（ 注 ） １ ． 経 営 者 の 年 齢 が 5 5 歳 以 上 の 企 業 の み 集 計 し て い る 。

○ 後継者が決まっている場合、その7割以上は子息。後継者が決まっている場合、ほと

んど準備を始めているが、後継者教育などが主であり、相続対策などに取り組んでい
る企業は少ない。

事業承継の具体的準備内容と取組状況

0

20
40
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100

事
業
承
継
計
画
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定

・
実
施

経
営
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の
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者
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の

集
中

（
種
類
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式
等

）

株
式
生
前
贈
与

事
前
の
自
社
勤
務

他
社
勤
務
や
海
外
留
学

財
務

・
法
務
等
の
知
識

の
付
与

役
員

・
従
業
員
の
理
解

を
得
る
努
力

取
引
先

・
金
融
機
関
等

の
理
解
を
得
る
努
力

相
続
財
産
の
把
握
や
自

社
株
評
価
額
の
算
定

最
適
納
税
方
法
の
選
択

遺
言
の
作
成

（％）

準備を実施している 準備すべきか検討したことがない
準備する必要を感じない 準備することが困難である

①企業経営 ②後継者教育 ③経営環境 ④相続対策

資料：三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱「「事業承継」「職業能力承継」アンケート調査」（2005年12月）

（注） 事業承継の具体的な準備について「十分に準備している」「不十分だが準備している」と回答した企業のみ集計している。

○ 子息・従業員に後継者がいないときは、事業売却（Ｍ＆Ａ等）も有力な選択肢。しかし、
企業においては、事業売却が自社で可能だと考えている企業は少ない。

事 業 売 却 に 心 理 的 抵 抗 を 感 じ る 理 由

2 7 .8 2 7 .8
2 3 .4 2 0 .3 1 8 .4 1 5 .2 1 6 .5

4 8 .8

3 .6

2 0 .2

3 .6
8 .3

4 .8
1 0 .7

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

事
業
売
却
が
自
社
に

可
能
だ
と
思
え
な

い

役
職
員
か
ら
責
任
放

棄
と

と
ら
れ
る
恐
れ

事
業
売
却
に
見
合
う

収
入
が
見
込
め
な

い

事
業
売
却
の
や
り
方

が

分
ら
な

い

経
営
者
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を

明
か
し
た
く
な

い

会
社
の
売
却
を

知
ら
れ
た
く
な

い

そ
の
他

（ ％ ） 事 業 売 却 を 検 討 す る も 、 心 理 的 抵 抗 が あ る 企 業 事 業 売 却 す る よ り は 廃 業 を 検 討 す る 企 業

資 料 ： 三 菱 U F J リ サ ー チ & コ ン サ ル テ ィ ン グ ㈱ 「 「 事 業 承 継 」 「 職 業 能 力 承 継 」 ア ン ケ ー ト 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）
（ 注 ） １ ． 事 業 売 却 も 視 野 に 入 れ て い る 企 業 で 、 「 抵 抗 を 感 じ る 」 回 答 し た 企 業 の み 集 計 し て い る 。
　 　 　 ２ ． 「 事 業 売 却 を 検 討 す る も 、 心 理 的 抵 抗 が あ る 企 業 」 は 複 数 回 答 の た め 、 合 計 は 1 0 0 を 超 え る 。
　 　 　 　 　 一 方 で 「 事 業 売 却 す る よ り は 廃 業 を 検 討 す る 企 業 」 は 択 一 選 択 で あ る 。
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事業売却の希望先

69.6

21.5

23.8

24.8

6.7

53.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

企業価値の算定額は低いが、
従業員の雇用は保障する会社

従業員雇用を保障しないが
企業価値を高評価する会社

（％）

希望する どちらでもない 希望しない

～事業売却先として望まれているのは、従業員の雇用を確保する会社～

資料：三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱「事業承継」「職業能力承継」アンケート調査」（2005年12月）
（注）１．事業承継について「事業売却も検討に入れる」と回答した企業のみ集計している。
　　  ２．希望度について「希望する」「やや希望する」を希望するとして集計し、「あまり希望しない」「希望しない」を希望
　　　　　しないとして集計した。

　 ・ 会 社 売 却 と 同 時 に 代 取 が 身 を 退 く の で は な く 、 当 面 は 代 表 権 を も た な い
　 　 会 長 と し て 在 席 し 、 従 業 員 や 取 引 先 な ど の ス テ ー ク ホ ル ダ ー か ら の 理 解
　 　 に 努 め た こ と 。
　 （ 社 長 交 代 と 同 時 に 、 「 こ れ が 私 の 後 任 で す 」 と 従 業 員 や 取 引 先 に 紹 介 し 、
　 　 不 要 な ト ラ ブ ル を 回 避 す る こ と に 努 力 し た ）
　 ・ 買 収 し た 企 業 は マ ン シ ョ ン 管 理 会 社 で あ り 、 マ ン シ ョ ン 管 理 に 必 須 で あ る
　 　 消 防 設 備 メ ン テ ナ ン ス が 加 わ っ た こ と で 、 買 収 し た 企 業 に と っ て も シ ナ ジ
　 　 ー 効 果 が あ っ た 。
　 （ 双 方 に と っ て の 相 乗 効 果 の 狙 い が 明 確 で あ っ た ）

成 功 要 因

　 業 種 ： 消 防 設 備 ・ 防 災 通 信 設 備 （ 設 置 工 事 ・ メ ン テ ナ ン ス ・ 点 検 ）
　 従 業 員 数 ： 1 1 名
　 代 表 者 年 齢 ： 6 0 歳 超 （ 創 業 者 、 オ ー ナ ー 経 営 者 ）

買 収 さ れ た 企
業

（ 中 小 企 業 ）

買 収 し た 企 業
（ 大 企 業 ）

　 マ ン シ ョ ン 等 不 動 産 管 理 会 社

　 ・ 代 取 に は 息 子 が い た も の の 、 薬 剤 師 と な っ て お り 、 事 業 承 継 意 思 な し 。
　 ・ 代 取 は 役 員 ・ 従 業 員 に 継 が せ る こ と も 考 え た が 、 会 社 の 評 価 額 は
　 　 1 億 5 千 万 円 程 度 と な り 、 個 人 が 買 い 取 れ る 範 囲 を 超 え て い た 。
　 （ 中 小 企 業 の 事 業 承 継 で 難 し い と こ ろ は 、 経 営 能 力 の あ る 役 員 が い て も
　 　 「 社 長 」 と い う ポ ス ト だ け 譲 り サ ラ リ ー マ ン 社 長 に す る の で は 「 承 継 」
　 　 に な ら な い 。 役 職 員 に 会 社 ご と 買 い 取 ら せ る の は 、 資 金 的 に 困 難 な こ と
　 　 が 多 い ）

【 後 継 者 の い な い 従 業 員 1 1 名 の 小 規 模 企 業 が M & A に よ り 事 業 承 継 に 成 功 し た 事 例 】

子 息 の 有 無 　 有 （ た だ し 、 薬 剤 師 を し て お り 事 業 承 継 意 思 な し ）

事 例 の 概 要

○ 一方、M＆Aの件数は、中小企業や未上場企業間でも増加傾向。

事業に強みがあり、一定の収益があれば従業員１０人程度の小規模企業でも活用可能。

○ 中小企業の経営者は、M＆A市場に対し、売主（経営者）の利益よりも従業員の雇用

が大事にされる、人情味ある「ウェットな市場」を望んでおり、そのような市場を整備して
いくことが重要。
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○ 高齢層になるほど、従業員規模が小さい企業で働いている。
中小企業では、製造業に高齢層の割合が高い。

○ 技能承継のために社内で行っている取組は、①高齢者の再雇用、②承継を意識し
た人材配置、③IT化・マニュアル化、の３つが中心。

従業員規模別就業者割合

72.6

62.0

58.9

61.8

27.4

38.0

41.1

38.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

５５歳以上

４５～５４歳

３５歳～４４歳

３４歳以下

（％）

従業員数299名以下 従業員数300人以上

資料：総務省「就業構造基本調査」（2002年）再編加工

団 塊 世 代 の 技 能 承 継 に つ い て 企 業 が 工 夫 し て い る こ と
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資 料 ： 独 立 行 政 法 人 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 「 人 口 減 少 社 会 に お け る 人 事 戦 略 と 職 業 意 識
に 関 す る 調 査 」 （ 2 0 0 4 年 1 2 月 ）
（ 注 ） １ ． 複 数 回 答 の た め 、 合 計 は 1 0 0 を 超 え る 。

高 齢 層 の 再 雇
用 に よ る 現 状
技 能 の 維 持

社 内 に お け る 人
材 配 置 へ の 配 慮

IT 化 、 マ ニ ュ ア ル
化 等 で 、 で き る 限
り 形 式 知 化 工 夫

○ 製造業の現場では、教育のための時間が失われており、指導する人材も不足。

＜技能承継＞

人 材 教 育 に 関 す る問 題 点 （業 種 別 ）
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製 造 業 製 造 業 以 外

資 料 ：中 小 企 業 庁 「人 材 活 用 実 態 調 査 」（2004年 12月 ）
（注 ）１．複 数 回 答 の た め 合 計 は 100を 超 え る 。

産業・年齢別就業者割合（従業者数299名以下企業）
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資料：総務省「就業構造基本調査」（2002年）再編加工
（注）１．就業者数299名以下の企業のみ集計した。
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○ 今後、今の情勢が変わらないと仮定すると、現在20代前半の若者が30代後半となっ
たとき、フリーターが2割、無職が1割。子どもを持てる者は49.2%のみ。

○ 出産1年前に就労していた女性のうち、出産後も継続就業している女性は3割。7割は
出産前後か育児休業後に退職してしまう。うち再就職するのは17.8%のみ。

○ 非正社員と正社員では年収に大き
な格差が生じており、非正社員は結
婚し、子どもを産み育てることが経
済的に困難な状況。

○ 25～34歳の女性無業者のうち結婚・
育児を理由として退職する者が約6割

おり、仕事と育児を両立しにくい状況。

7.3

77.3

25.0

85.3

35.5

17.7

54.3

14.7

57.2

20.7

0.0

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員

非正社員

正社員

非正社員

2
5
歳

～
2
9
歳

2
0
歳

～
2
4
歳

199万円以下

200～299万円

300万円以上

資料：（株）野村総合研究所「若年従業者アンケート」（2005年11月）、（株）野村総合研究所「若年アルバイト勤務者アン
ケート」（2005年11月）

非正社員と正社員の年収比較

2
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～
2
9
歳

2
0

～
2
4
歳

２．「子どもを産み育てやすい社会」に向けた中小企業の役割

資料：総務省「就業構造基本調査」（２００２年）

結婚・育児のために退職した25～34歳の女性無業者
の就業意思の有無

就業意思がある
63.3

就業意思がない
36.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

少 子 化 の 観 点 か ら み た 若 年 者 及 び 女 性 の 雇 用 形 態 や 結 婚 ・ 出 産 の 状 況

子 供 あ り
1 .4 %

無 職 無 職 子 供 な し
1 4 .7 % 9 .2 % 0 .7 %

配 偶 者 な し
7 .1 %

子 供 あ り
6 .2 %

若 年 者 非 正 社 員 非 正 社 員 子 供 な し
1 0 0 .0 % 2 0 .6 % 2 1 .3 % 2 .2 %

配 偶 者 な し
1 2 .9 %

子 供 あ り
4 1 .6 %

正 社 員 正 社 員 子 供 な し
6 4 .6 % 6 9 .4 % 9 .2 %

配 偶 者 な し
1 8 .6 %

出 産 時
有 職

出 産 前
離 職

育 児 休 業 を 取 得 せ ず に
出 産 後 離 職

4 3 .5 % 4 .3 %

1 0 0 .0 %

配 偶 者 あ り

5 0 .8 %

② 　 女 性 の フ ロ ー チ ャ ー ト

出 産 １ 年 前
に 就 労 し て い た

女 性

8 .4 %

① 　 若 年 者 の フ ロ ー チ ャ ー ト

配 偶 者 あ り

2 .1 %

配 偶 者 あ り

資 料 ： 総 務 省 「 就 業 構 造 基 本 調 査 」 （ 2 0 0 2 年 ） 、 内 閣 府 「 若 年 層 の 意 識 実 態 調 査 」 （ 2 0 0 3 年 ） 、 厚 生 労 働 省 「 出 生 前 後 の 就 業 変 化 に 関 す る 統 計 」 （ 2 0 0 4 年 ） 、 厚 生 労 働 省 「 第 １ 回 ・
第 ３ 回 ２ １ 世 紀 出 生 児 縦 断 調 査 」 よ り 中 小 企 業 庁 作 成
（ 注 ） 　 1 ． こ こ で い う 「 無 職 」 と は 、 「 仕 事 を し て い な い 人 」 男 性 の う ち 、 「 家 事 を し て い る 」 者 ・ 「 通 学 し て い る 」 者 を 除 い た 者 を 指 す 。
　 　 　 　 2 ． こ こ で い う 「 非 正 社 員 」 と は 、 「 仕 事 を お も に し て い る 」 男 性 で 、 「 雇 わ れ て い る 人 」 の う ち 、 「 正 規 の 職 員 ・ 従 業 員 」 以 外 を 指 す 。
　 　 　 　 3 ． こ こ で い う 「 正 社 員 」 と は 、 「 仕 事 を お も に し て い る 」 男 性 で 、 「 雇 わ れ て い る 人 」 の う ち 、 「 正 規 の 職 員 ・ 従 業 員 」 を 指 す 。

新 卒 時
（ 2 0 ～ 2 4 歳 ）

3 0 歳 前 半
（ 3 0 ～ 3 4 歳 ）
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子 供 な し 合 計

1 2 .1 ％

配 偶 者 な し
合 計

3 8 .6 ％

出 産 １ 年 前 に
就 労 し て い た

女 性
1 0 0 .0 %

出 産 前
離 職
4 3 .5 %

出 産 時
有 職
5 6 .5 %

育 児 休 業 を
と ら ず に 復 職

6 .5 %

育 児 休 業 取 得
4 5 .7 %

育 児 休 業 を 取 得 せ ず に
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○ 自社アルバイトからの登用は、フリーターが正社員となるための有力なルートの１つ
となっている。登用する際は、企業規模が大きい企業は「能力」を、小さい企業は「人
柄」をより重視する傾向にある。

正社員に登用した際に重視した項目
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（％）

1～20人 21～50人

51～100人 101～300人

301人～

規模が大きい企業ほど重視

規模が小さい企業ほど重視

資料：中小企業庁「中小企業における人材活用及び育児環境に対する実態調査」（2005年12月）
（注）　1．複数回答のため合計は100を超える。
　　　　2．パート・アルバイトとして採用した若年者を正社員へ登用したことがあると回答した企業を対象に集計している。

14.6

13.4

40.6

31.4

制度はないが実績はある

制度はあり実績もある

制度はあるが実績はない

制度はなく実績もない

自社アルバイトから正社員への登用

資料：（株）野村総合研究所「若年アルバイト勤務者アンケート」（2005年11月）

（注）　勤務先の企業規模が300人以下の者について集計した。

登用実績あり46.0％

登用制度あり44.8％

＜安定した雇用・収入の確保＞

○ 一般に、フリーターにはマイナスイメージが強いが、実際に正社員として採用した
中小企業に聞くと、新規学卒者から採用した正社員とフリーターから採用した正社
員の間には、ほとんど差はない。「フリーター」ということで偏見を持たず、やる気と
能力を評価することが重要。
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差があると感じない  元フリーターの方が優れている          

フリーターと新卒者の間で正社員となったときに差があると感じるか

資料：（株）野村総合研究所「若年労働者活用実態に関するアンケート調査」（2005年11月）
（注）　1．フリーターを正社員として採用した企業について集計した。
　　　　2．「正社員として採用したフリーターと新卒者では差があると感じるか」という問に対して、「フリーターのほうが非常に優れている」
　　　　　　「フリーターのほうがやや優れている」「差があると感じない」と回答した企業の割合。選択肢は他に「新卒者のほうがやや優れている」
　　　　　　「新卒者のほうが非常に優れている」。
　　　　3．「フリーターのほうが非常に優れている」「フリーターのほうがやや優れている」と回答した企業の合計を「元フリーターのほうが優れて
　　　　　　いる」として表示している。

（％）

～企業規模に関係なく7～8割の企業が、元フリーターと新卒者の正社員の間に差がないと回答している～
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9 1 .7 % 6 4 .6 %
8 6 .8 % 6 5 .1 %
8 6 .1 % 5 4 .6 %
7 9 .1 % 4 8 .8 %
7 8 .3 % 4 8 .3 %
7 4 .3 % 5 9 .0 %
7 4 .1 % 5 3 .5 %
7 2 .8 % 4 4 .7 %
6 2 .3 % 5 4 .5 %

募 集 時 に 力 を 入 れ て い る 項 目 と 入 社 後 に イ メ ー ジ の ギ ャ ッ プ が あ っ た 項 目 の 比 較

（ 順 位 が 高 い ほ ど ギ ャ ッ プ が 小 さ い ）
2 ． 自 社 の 業 務 内 容

募 集 時 に 説 明 に 力 を 入 れ て い る 項 目
【 中 小 企 業 側 】

入 社 後 に イ メ ー ジ の ギ ャ ッ プ が な か っ た 項 目
【 若 年 者 側 】

1 ． 自 社 の 業 務 内 容

4 ． 希 望 す る 人 物 像
2 ． 採 用 後 の 担 当 業 務

（ 順 位 が 高 い ほ ど 説 明 が 十 分 ）

　 企 業 の 説 明 が 十 分 で あ り 、 入 社 後 の ギ ャ ッ プ が 小 さ い 項 目

1 ． 採 用 後 の 担 当 業 務

9 ． 採 用 後 の 育 成 方 針
6 ． 経 営 理 念 ・ 経 営 方 針

6 ． 採 用 後 の 労 働 時 間

3 ． 希 望 す る 人 物 像

　 企 業 の 説 明 が 不 十 分 で あ り 、 入 社 後 の ギ ャ ッ プ が 大 き い 項 目

8 ． 採 用 後 の 賃 金
7 ． 企 業 業 績 ・ 将 来 性

3 ． 採 用 後 の 労 働 時 間
5 ． 採 用 後 の 賃 金
4 ． 企 業 業 績 ・ 将 来 性

9 ． 休 暇 ・ 福 利 厚 生 等
8 ． 採 用 後 の 育 成 方 針
7 ． 経 営 理 念 ・ 経 営 方 針

5 ． 休 暇 ・ 福 利 厚 生 等

　 　 　 　
資 料 ： （ 株 ） 野 村 総 合 研 究 所 「 若 年 労 働 者 活 用 実 態 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 1 月 ） 、 （ 株 ） 野
村 総 合 研 究 所
　 　 　 　 「 若 年 従 業 者 ア ン ケ ー ト 」 （ 2 0 0 5 年 1 1 月 ）

○ 募集・採用段階において、育成方針に関する情報について伝えることが、若年者の
定着のために重要。

2 9 .1

2 8 .5

2 4 .5

2 3 .8

1 8 .6

3 5 .6

3 6 .5

3 4 .8

3 4 .7

3 1 .7

3 5 .4

3 5 .0

4 0 .7

4 1 .5

4 9 .7

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

9 0 ％ 以 上           

7 0 ～ 9 0 ％ 未 満     

5 0 ～ 7 0 ％ 未 満     

3 0 ～ 5 0 ％ 未 満     

3 0 ％ 未 満           

増 益 傾 向 横 ば い 減 益 傾 向

資 料 ： （ 株 ） 野 村 総 合 研 究 所 「 若 年 労 働 者 活 用 実 態 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 1 月 ）
（ 注 ） 　 1 ． こ こ で い う 若 年 者 の 定 着 率 と は 、 正 社 員 と し て 採 用 し た 1 6 ～ 3 4 歳 の 者 の 5 年 後 の 定 着 率 を 指 す 。
　 　 　 　 2 ． こ こ で は 、 業 績 を 表 す 指 標 と し て 過 去 3 年 間 の 経 常 利 益 の 傾 向 を 使 用 し て い る 。

　 若 年 者 の 定 着 率 と 業 績 の 関 連

（ 定 着 率 ）

○ 若年者の定着率が高まることにより、企業業績にプラスの効果がある。

○ また、若年者の定着率を上げるためには、「風通しの良い職場づくり」と「若年者を成
長させるための取組」が効果的であり、実力主義を導入したり、高い賃金を出すことは
定着率と関係しない。
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資料：（株）野村総合研究所「若年労働者活用実態に関するアンケート調査」（2005年11月）
（注）　1．「貴社における取組についてあてはまるか」という問に対し、「おおいにはてはまる」「ややあてはまる」と回答した企業の割合。選択肢は他に
　　　　　　「どちらとも言えない」「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」。
　　　　2．ここでいう「若年者の定着率」とは、正社員として採用した16～34歳の者の5年後の定着率を指す。
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（％）

若年者を成長させるための取組風通しの良い職場づくり

労働条件面

実力主義
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○ 女性正社員の１人当たり子ども数を見ると、中小企業になるほど多い。この理由は、
従業員規模が小さい企業ほど、女性正社員の中で乳幼児期を過ぎた子どもを育ててい
る世代（40歳代以上）の比率が高いため。

＜仕事と育児の両立＞

○ 中小企業の方が、女性従業員が「働かざるを得ないために働いている」割合が多いと
いう傾向は確認できず、むしろ、従業員規模に関係なく、女性の過半数は働き続けたい
と希望して働いている。

勤務先従業員規模別の理想のライフコース
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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21～50人

51～100人

101～300人

301～1000人

1001人以上

合計

専業主婦 再就職 両立 ＤＩＮＫＳ 非婚

資料：富士通総研「中小企業の仕事と育児に関する調査」（2005年12月）

　女性正社員１人当たり出生子供数（従業員規模別）
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（人）

資料：富士通総研「中小企業の仕事と育児に関する調査」（2005年12月）

資料：総務省「就業構造基本調査」（２００２年）
（注） ここでは、乳幼児期を過ぎた子どもを育てている世代とは、４０歳代以上を指す。

女性正社員に占める乳幼児期を過ぎた子どもを育てている世代の割合
（従業員規模別）
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○ 中小企業ほど、仕事と育児の両立支援に関して柔軟に対応している企業の割合が高
い。

○ 仕事と育児を両立しやすくする制度があっても「あまり利用されていない」という場合、
従業員が利用を躊躇してしまう雰囲気があることが大きな要因。

仕事と育児を両立しやすくする制度があまり利用されていない理由
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資料：富士通総研「中小企業の仕事と育児に関する調査」（２００５年）、富士通総研「中小企業の両立支援に関する企業調査」（２００５年）
（注）　「職場に仕事と育児を両立しやすくする制度が整っているか、あるいは制度は整っていないものの実際に柔軟な対応があるかどうか」と
いう設問に対して「育児休業・休暇」、「勤務時間の短縮」、「フレックスタイムあるいは勤務時間の柔軟な設定」、「勤務先に子どもを連れてくる
こと（企業内託児所を含む）」に関して「制度は整っているが、あまり利用されていない」と回答した従業員、企業について集計。

資 料 ： 富 士 通 総 研 「 中 小 企 業 の 両 立 支 援 に 関 す る 企 業 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）

仕 事 と 育 児 の 両 立 支 援 策 の 整 備 ・ 利 用 状 況

① 育 児 休 業 休 暇 制 度
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制 度 は 整 っ て い る が 、 あ ま り 利 用 さ れ て い な い
制 度 も 柔 軟 な 対 応 も な い
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仕事と育児を両立しやすい中小企業の特性②：職住近接の職場環境

○ 中小企業においては、大企業よりも職住近接の職場環境となっている傾向がある。

職場からの距離と女性の子ども人数には明らかな相関がある。

女性従業員の通勤時間
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0～5人 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人 301～1000人 1001人以上

資料：富士通総研「中小企業の仕事と育児に関する調査」（2005年12月）

通勤時間別女性従業員１人当たり出生子供数

1.11

0.90

0.68

0.56

0.35

0.30

0.34

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

10分未満

10～19分

20～29分

30～39分
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50～59分
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（人）
資料：富士通総研「中小企業の仕事と育児に関する調査」（2005年）

○ 中小企業になるほど、一定期間休業しても昇進・昇格等に長期的な影響はない。

仕事と育児を両立しやすい中小企業の特性①：
一定期間の休業を取得しても、昇進・昇格等に長期的な影響がない

　 一 定 期 間 の 休 業 を 取 得 し て も 、
昇 進 ・ 昇 格 等 に 長 期 的 な 影 響 が な い 企 業 の 割 合

4 1 .3

3 6 .4

3 1 .5 3 0 .9
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（ ％ ）

資 料 ： 富 士 通 総 研 「 中 小 企 業 の 両 立 支 援 に 関 す る 企 業 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）

育 児 の た め に 休 業 し て い る 従 業 員 へ の 人 事 評 価
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4 0 .8
3 7 .0

3 0 .4

0 .0

1 0 .0

2 0 .0

3 0 .0

4 0 .0

5 0 .0

6 0 .0

０ ～ ２ ０ 人 ２ １ ～ ５ ０ 人 ５ １ ～ １ ０ ０ 人 １ ０ １ ～ ３ ０ ０ 人 ３ ０ １ 人 ～

（ ％ ）

休 業 し て い た 期 間 は 人 事 評 価 の 空 白 期 間 と な り 、
昇 進 昇 格 が 遅 れ る

育 児 休 業 中 に 能 力 が 落 ち る わ け で は な い か ら 、 特
に 休 業 が 昇 進 ・ 昇 格 に 影 響 し な い

資 料 ： 富 士 通 総 研 「 中 小 企 業 の 仕 事 と 育 児 に 関 す る 調 査 」 （ ２ ０ ０ ５ 年 ）
（ 注 ） 今 ま で 育 児 休 業 を 取 得 し た 従 業 員 が い る 企 業 に つ い て 集 計 。

○ その理由の一つは、中小企業ほど「その人の本来持っている能力」に基づく評価
をしているからだと考えられる。
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　 従 業 員 数 と 管 理 職 に 占 め る 女 性 の 割 合 の 分 布 図
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資 料 ： 中 小 企 業 庁 「 中 小 企 業 に お け る 人 材 活 用 及 び 育 児 環 境 に 対 す る 実 態 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 1 2 月 ）

従 業 員 規 模 標 準 偏 差 （ バ ラ ツ キ ）
１ ～ ５ 人 2 6 . 3 1
６ ～ ２ ０ 人 2 2 . 7 6
２ １ ～ ５ ０ 人 1 7 . 5 9
５ １ ～ １ ０ ０ 人 1 2 . 4 1
１ ０ １ ～ ３ ０ ０ 人 1 1 . 0 8
３ ０ １ 人 以 上 9 . 6 7

仕事と育児を両立しやすい中小企業の特性④：女性の登用をめぐる多様性

○ 中小企業の方が大企業よりも管理職に占める女性の割合が平均的に高く、その背
景には、中小企業は企業による多様性が大きいことがある。

女性の管理職比率が高い企業ほど両立のしやすさが高まる。

職 場 の 仕 事 と 育 児 の 両 立 の し や す さ （ 管 理 職 に 占 め る 女 性 の 割 合 別 ）
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１ ０ ％ 未 満
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３ ０ ％ 未 満

４ ０ ％ 未 満

５ ０ ％ 未 満

７ ０ ％ 未 満

７ ０ ％ 以 上

し や す い や や し や す い

や や し に く い し に く い

資 料 ： 富 士 通 総 研 「 中 小 企 業 の 両 立 支 援 に 関 す る 企 業 調 査 」 （ 2 0 0 5 年 ）

仕事と育児を両立しやすい中小企業の特性③：職場に子ども連れてこられる環境

○ 中小企業の方が大企業よりも職場に子どもを連れてくる環境がある。
従業員が職場に子どもを連れてきている企業の方が、妊娠・出産後の女性正社員の

復職率が高い。

従 業 員 が 職 場 に 子 ど も を 連 れ て き て い る 企 業 と 連 れ て き て い な い 企 業 で 比
較 し た 過 去 ５ 年 間 に 妊 娠 ・ 出 産 し た 女 性 正 社 員 が 出 産 後 、 復 職 し た 割 合
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従 業 員 が 職 場 に 子 ど も を
連 れ て き て い る 企 業

従 業 員 が 職 場 に 子 ど も を
連 れ て き て い な い 企 業

出 産 後 、 育 児 休 業 を 取 得 せ ず に 復 職

出 産 後 、 育 児 休 業 を 取 得 し て か ら 復 職

出 産 後 、 育 児 休 業 を 取 得 し て 退 職

妊 娠 ・ 出 産 を 機 に 、 育 児 休 業 を 取 得 せ ず 退 職

資 料 ： 富 士 通 総 研 「 中 小 企 業 の 両 立 支 援 に 関 す る 企 業 調 査 」 （ ２ ０ ０ ５ 年 ）
（ 注 ） 　 す で に 退 職 し た 女 性 正 社 員 も 含 む 。

勤 務 先 に 子 ども を連 れ て くる こ と（企 業 内 託 児 所 を含 む）に 関 す る
制 度 の 整 備 ・利 用 状 況
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制 度 が 整 っ て お り、実 際 に 利 用 され て い る 制 度 は 整 っ て い な い が 、柔 軟 に 対 応 して い る

制 度 は 整 っ て い る が 、あ ま り利 用 され て い な い 制 度 も 柔 軟 な 対 応 も な い

資 料 ：富 士 通 総 研 「中 小 企 業 の 両 立 支 援 に 関 す る 企 業 調 査 」（2005年 12月 ）
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○ 企業は、仕事と育児の両立支援策が、人材定着、人材確保、従業員の就業意欲向
上を通じて企業業績の改善に貢献すると考えている。

仕 事 と 育 児 の 両 立 を 支 援 す る 取 組 が 、企 業 業 績 に 与 え る プ ラ ス 面
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資 料 ：富 士 通 総 研 「中 小 企 業 の 両 立 支 援 に 関 す る 企 業 調 査 」（2005年 12月 ）
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中 心 市 街 地 内 か ら 外 に 移 転

中 心 市 街 地 外 に 新 設 立 地

活 性 化 、 に ぎ わ い が 増 し つ つ あ る ほ と ん ど 変 化 が な い
衰 退 、 に ぎ わ い が 失 わ れ つ つ あ る
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a .市 町 村 役 場

b.市 町 村 立 図 書 館

c.市 町 村 立 文 化 施 設
（ 博 物 館 ・ 美 術 館 等 ）

d.市 町 村 立 病 院

e.市 町 村 民 会 館
（ 劇 場 、 ホ ー ル 等 含 む ）

過 去 10年 の 間 に 中 心 市 街 地 外 か ら 内 に 移 転 過 去 10年 の 間 に 中 心 市 街 地 内 に 新 設 立 地

そ れ 以 前 か ら 中 心 市 街 地 内 に 立 地 過 去 10年 の 間 に 中 心 市 街 地 内 か ら 外 に 移 転

過 去 10年 の 間 に 中 心 市 街 地 外 に 新 設 立 地 そ れ 以 前 か ら 中 心 市 街 地 外 に 立 地

○ 中心市街地の空洞化が進んでいる。人口も減少傾向にあるが、人口の減少ペース
以上に売上額の減少、郊外への流出が見られる。
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中心市街地の人口増減と販売額の増減 郊外の人口増減と販売額の増減

○ 「まちのにぎわい」回復のためには、商業施設だけでなく、公共施設も含めた集客
機能（都市機能）の市街地への集約が重要。だが、公共施設の郊外立地傾向はま
だ続いている。

市役所、市立図書館、市立文化施設の立地状況と中心市街地の活性化状況

資料：経済産業省資料：経済産業省

公共施設の過去１０年の立地状況

資料：（株）三菱総合研究所「まちなかのにぎわいづくりと中小企業振興に関するアンケート調査」（2005年12月）

３．まちのにぎわい創出、新たな地域コミュニティの構築と中
小企業

＜中心市街地の動向＞
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○ 中心市街地に大型店が新規参入してくると、その集客効果で周辺の中小小売店の
売り上げも増加することが明らかになった。
すなわち、中心市街地において大型店と中小小売店は共通の利害を持ちつつある。

○ 自治体は住民ニーズを満たしていないものほど育成したいと考えるのが自然だと
思われるが、実際はそうなっていない。自分のまちに存在していないビジネスは、住
民のニーズがあっても育成に手が出せていない様子がうかがえる。

資料：（株）三菱総合研究所「まちなかにぎわいづくりに関する市町村アンケート」（2005年12月）

大 都 市 圏 地 方 圏
あ り （ 増 減 な し ） 0 . 1 2 6 0 . 1 5 5

新 規 参 入 0 . 2 6 9 0 . 4 2 2
増 加 ( 0 . 1 4 1 ) 0 . 2 3 4
撤 退 ( - 0 . 0 3 9 )  ( - 0 . 0 7 3 )
減 少 ( 0 . 0 0 4 ) ( - 0 . 0 4 4 )

あ り （ 増 減 な し ） ( 0 . 0 5 8 ) ( 0 . 0 6 8 )
新 規 参 入 0 . 1 7 8 0 . 2 4 5

増 加 ( 0 . 0 5 4 ) ( 0 . 1 4 9 )
撤 退 ( - 0 . 0 4 1 ) - 0 . 0 9 4
減 少 ( - 0 . 0 2 4 ) ( - 0 . 0 4 2 )

あ り （ 増 減 な し ） 0 . 0 7 8 0 . 1 0 6
新 規 参 入 0 . 0 9 7 0 . 1 9 3

増 加 0 . 1 0 4 0 . 1 1 2
撤 退 ( - 0 . 0 6 6 ) - 0 . 1 2 5
減 少 ( 0 . 0 9 2 ) ( 0 . 0 7 1 )

3 0 0 0 ㎡
以 上

1 5 0 0 ㎡
以 上 ～
3 0 0 0 ㎡

未 満

5 0 0 ㎡
以 上 ～
1 5 0 0 ㎡

未 満

大 規 模 店 舗 の 動 向

大規模店舗の参入による中小小売店舗の売上高変化の関係

資料：(独)経済産業研究所「大規模小売店の参入・撤退と中心市街地活性化に関する計量分析」(2006)

＜まちの居住性を高める民間の取組

（コミュニティ・ビジネス）＞

にぎわいビジネスの充足度と今後の育成意向
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自治体の今後の育成意向

資料：（株）三菱総合研究所「まちなかのにぎわいづくりと中小企業振興に関するアンケート調査」（2005年12月）

注：充足度は「満たしている」回答割合から「不十分である」回答割合を引いたもの。今後の
育成意向は「特に育成したい」を2ポイント、「育成したい」を1ポイント、「あえて育成すること

は考えていない」をマイナス１ポイントとして回答割合を点数に換算。
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度

（注） 表の淡色部分は10%有意水準以上、濃色部分は1%有意水準。
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○ 活性化している自治体は、まちづくりについて庁内各部局（産業振興、都市計画な
ど）で日常的な連絡、情報交換の仕組みを持っている。また、市民の意見把握の仕
組みも充実。

21.9

12.5

12.3

6.8

3.3

2.4

69.9

72.1

74.3

4.1

1.7
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活性化、にぎわいが増しつつある
　　　　　　　　　　　　　　　　　 n=73

ほとんど変化がない
                 n=240

衰退、にぎわいが失われつつある
                                  n=374

庁内連絡会を開催 それぞれに連絡担当者を設置
必要に応じて適宜関係部署間で連携 その他
特に連携はとっていない

庁内関係部署との連携について

資料：（株）三菱総合研究所「まちなかのにぎわいづくりと中
小企業振興に関するアンケート調査」（2005年12月）
（注）複数回答のため、合計は100％を超える

一般市民や来街者の意見の把握方法
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活性化、にぎわいが増しつつある
                                   n=73

ほとんど変化がない
                 n=240

衰退、にぎわいが失われつつある
                                  n=374

関係者会議への市民代表の参加 市民集会、ワークショップ等の開催 市民・来街者意向調査の実施
意見募集の常時実施 公聴システムの一環として把握 その他
特に把握していない

資料：（株）三菱総合研究所「まちなかのにぎわいづくりと中小企業振
興に関するアンケート調査」（2005年12月）
（注）複数回答のため、合計は100％を超える

＜関係者の連携＞




